
奈
良
県
訓
令
第
四
号

各

部

課

室

各
出
先
機
関

奈
良
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
三
月
奈
良
県
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

第
二
条
中
第
八
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号

と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

政
策
統
括
官

規
則
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
策
統
括
官
を
い
う
。

第
三
条
第
一
項
中
「
部
長
（
」
の
下
に
「
政
策
統
括
官
、
」
を
加
え
、
「
、
政
策
統
括
官
」
を
削
る
。

別
表
第
三
中
「
文
化
会
館

万
葉
文
化
館
」
を
「
万
葉
文
化
館
」
に
、
「
自
治
研
修
所
」
を
「
キ
ャ

リ
ア
・
ワ
ー
ク
・
サ
ク
セ
ス
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
研
修
課
長
」
を
「
キ
ャ
リ
ア
・
ワ
ー
ク
サ
ポ
ー
ト
課

長
」
に
改
め
、
同
表
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

文
化
会
館

業
務
・
管
理
課
長

な
ら
歴
史
芸
術
文
化
村

副
村
長

奈
良
し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー

企
画
課
長
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